
 

鳥取県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付

金（以下「本給付金」という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本給付金は、賃金・物価上昇の影響を受けている医療機関等の状況を踏まえ、医療機関等の従

事者の処遇や経営の改善に繋げるための給付金を支給し、地域医療提供体制の確保を図ることを目

的とする。 

 

（給付金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別紙に定める事業の対象となる者に対し、予算の範囲

内で本給付金を交付する。 

２ 本給付金の額は、別紙に定める給付金の支給額（消費税及び地方消費税を除く。）以下とする。た

だし、１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

３ この給付金の交付を受けた医療施設等は、厚生労働省が行う、本給付金に関する調査等への協力の

求めがあった場合に応じなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本給付金の交付申請は、別紙様式１により、知事が別に定める日までに行わなければならない。

この場合においては、当該書類を規則第５条で規定する申請書並びに同条第１号及び第２号に掲げ

る書類とみなす。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本給付金の交付決定は、原則として、前条に定める交付申請の書類を県が受理した日から起算

して３０日以内に行うものとする。 

２ 本給付金の交付決定通知は、様式第１号によるものとする。 

３ 知事は、前項の通知を行った後に給付金を支給する。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、本給付金の増額以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる様式により、次に掲げる日までに行わな

ければならない。この場合においては、当該書類を規則第１７条第１項で規定する実績報告書並びに



同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類とみなす。 

（１）別紙に定める「１．診療所等物価支援事業」は、別紙様式１により、交付申請の日 

２ 本給付金の交付額の確定通知は、前項第１号の場合にあっては、様式第３号によるものとする。な

お、様式第３号による交付額の確定通知は、第５条第２項の交付決定通知を兼ねるものとする。 

 

（給付金の返還） 

第８条 別紙に定める補助金の返還についての事項に該当する場合、支給を行った給付金の一部又は全

額の返還を求めるものとする。 

 

（雑則） 

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本給付金の交付について必要な事項は、福祉保健部長

が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年２月１８日から施行する。 

 



別紙 

 

１．診療所等物価支援事業 

（１）目的 

本事業は、医療機関等が令和６年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足

元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）

及び薬局（いずれも健康保険法（大正十一年法律第七十号）上の保険医療機関コード

が発行されており、令和７年４月１日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実

績がある施設に限る。）に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するため

の給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的と

する。 

（２）本事業の内容 

有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）及び薬局（以下「対象施設」

という。）に対して（３）に定める額を支給する。 

（３）給付金の支給額 

・有床診療所（医科・歯科） 

使用許可病床数（※１）×１３千円（※２） 

（※１）医療法第２７条の使用許可を受けた病床数であって令和７年８月１日時点

の病床数とする。ただし、令和６年度補正予算事業「病床数適正化支援事

業」（令和７年度に繰り越して実施）により同年８月２日以降に削減した病

床数を除くこと。以下同じ。 

（※２）使用許可病床数が１３床以下の場合は１施設×１７０千円を支給する。 

・無床診療所（医科・歯科） 

１施設×１７０千円 

・所属する同一グループ内の保険薬局の数（※３）として１店舗以上５店舗以下（当

該保険薬局を含む）である保険薬局 

１施設×８５千円 

・所属する同一グループ内の保険薬局の数（※３）として６店舗以上１９店舗以下（当

該保険薬局を含む）である保険薬局 

１施設×７５千円 

・所属する同一グループ内の保険薬局の数（※３）として２０店舗以上（当該保険薬

局を含む）である保険薬局 

１施設×５０千円 

（※３）厚生（支）局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報

告書（別紙様式３）または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載

している令和７年４月３０日時点の数とする。以下同じ。 

（４）留意事項 

① 歯科技工所への対応について 

給付金の支給を受けた無床診療所（歯科）は歯科技工所への委託料への適切な転

嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。 



② 給付金の支給について 

ア 給付金の支給を受けようとする対象施設は鳥取県知事に対して鳥取県知事が必

要と認める書類を添えて申請を行う。 

イ 鳥取県知事は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努

めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。 

③ 給付金の返還について 

鳥取県知事は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア又

はイに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求める。 

ア 令和８年１月１日において廃院・廃止している場合（本事業の申請時点で同年

１月２日以降に廃院・廃止を予定している場合を含む。）は支給対象外とする。ま

た、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金

の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先に

おいて引き続き診療等を継続している等、鳥取県知事においてやむを得ないと認

めた場合はその限りではない。 

イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合。 

④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医政局

医療経営支援課（薬局については同省医薬局総務課）と協議の上、決定する。 

 


